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受託契約準則の一部改正新旧対照表  

 
新 旧 

（信用取引に係る委託保証金の有価証券による代

用） 

第２９条 （略） 

２ （略） 

３ 有価証券の時価は、次の各号に掲げる有価証

券の区分に従い、当該各号に定めるところによ

る。 

（１）～（３） （略） 

（４）前３号に掲げる有価証券以外の有価証券の

うち日本証券業協会が売買参考統計値を発表

するもの 

   日本証券業協会が発表する売買参考統計値

のうち平均値 

（５） （略） 

 

付  則 

 この改正規定は、平成１４年８月５日から施行

する。 

 

（信用取引に係る委託保証金の有価証券による代

用） 

第２９条 （略） 

２ （略） 

３ 有価証券の時価は、次の各号に掲げる有価証

券の区分に従い、当該各号に定めるところによ

る。 

（１）～（３） （略） 

（４）前３号に掲げる有価証券以外の有価証券の

うち日本証券業協会が基準気配を公表するも

の 

   日本証券業協会が公表する基準気配 

 

（５） （略） 
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信認金代用有価証券に関する規則の一部改正新旧対照表  

 
新 旧 

（代用有価証券の種類及び代用価格） 

第２条 （略） 

２ 時価は、次の各号に掲げる有価証券の区分に

従い、当該各号に定めるところによる。 

（１）～（３） （略） 

（４）前各号に掲げる有価証券以外の有価証券 

   日本証券業協会が発表する売買参考統計値

のうち平均値。ただし、売買参考統計値が発

表されていないもののうち本所又は国内の他

の証券取引所において上場されているものに

ついては、その最終価格（呼値に関する規則

第９条の規定により気配表示が行われている

とき又は国内の他の証券取引所において気配

表示が行われているときは、当該最終気配値

段） 

３ 第１項第３号から第１０号まで（第８号を除

く。）に掲げる有価証券については、本所又は

国内の他の証券取引所に上場されているもの及

び日本証券業協会に登録されているもの並びに

日本証券業協会が売買参考統計値を発表するも

のに限る。 

 

付  則 

 この改正規定は、平成１４年８月５日から施行

する。 

 

（代用有価証券の種類及び代用価格） 

第２条 （略） 

２ 時価は、次の各号に掲げる有価証券の区分に

従い、当該各号に定めるところによる。 

（１）～（３） （略） 

（４）前各号に掲げる有価証券以外の有価証券 

   日本証券業協会が公表する基準気配。ただ

し、基準気配が公表されていないもののうち

本所又は国内の他の証券取引所において上場

されているものについては、その最終価格（呼

値に関する規則第９条の規定により気配表示

が行われているとき又は国内の他の証券取引

所において気配表示が行われているときは、

当該最終気配値段） 

 

３ 第１項第３号から第１０号まで（第８号を除

く。）に掲げる有価証券については、本所又は

国内の他の証券取引所に上場されているもの及

び日本証券業協会に登録されているもの並びに

日本証券業協会が基準気配を公表するものに限

る。 
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発行日決済取引の売買証拠金に関する規則の一部改正新旧対照表  

 
新 旧 

（代用有価証券の種類及び代用価格） 

第４条 （略） 

２ 時価は、次の各号に掲げる有価証券の区分に

従い、当該各号に定めるところによる。 

（１）～（３） （略） 

（４）前各号に掲げる有価証券以外の有価証券 

   日本証券業協会が発表する売買参考統計値

のうち平均値。ただし、売買参考統計値が発

表されていないもののうち本所又は国内の他

の証券取引所に上場されているものについて

は、その最終価格（呼値に関する規則第９条

の規定により気配表示が行われているとき又

は国内の他の証券取引所において気配表示が

行われているときは、当該最終気配値段） 

３ 第１項第３号から第１０号まで（第８号を除

く。）に掲げる有価証券については、本所又は

国内の他の証券取引所に上場されているもの及

び日本証券業協会に登録されているもの並びに

日本証券業協会が売買参考統計値を発表するも

のに限る。 

 

付  則 

 この改正規定は、平成１４年８月５日から施行

する。 

 

（代用有価証券の種類及び代用価格） 

第４条 （略） 

２ 時価は、次の各号に掲げる有価証券の区分に

従い、当該各号に定めるところによる。 

（１）～（３） （略） 

（４）前各号に掲げる有価証券以外の有価証券 

   日本証券業協会が公表する基準気配。ただ

し、基準気配が公表されていないもののうち

本所又は国内の他の証券取引所に上場されて

いるものについては、その最終価格（呼値に

関する規則第９条の規定により気配表示が行

われているとき又は国内の他の証券取引所に

おいて気配表示が行われているときは、当該

最終気配値段） 

３ 第１項第３号から第１０号まで（第８号を除

く。）に掲げる有価証券については、本所又は

国内の他の証券取引所に上場されているもの及

び日本証券業協会に登録されているもの並びに

日本証券業協会が基準気配を公表するものに限

る。 

 

  

 




